
 

 
平成 26 年９月２日 

各      位 

会 社 名 イ ン ス パ イ ア ー 株 式 会 社

代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 駒 澤 孝 次

（ＪＡＳＤＡＱ・コード２７２４）

問い合わせ先 専 務 取 締 役 野 瀬 有 孝

電 話 番 号 ０３－３２８９－６６５１（代表）

 

証券取引等監視委員会による課徴金納付命令の勧告について 

 

当社は、平成 26 年７月 15 日付「第三者委員会の調査報告に関するお知らせ」にて開示しました通

り、第三者委員会の調査結果は、過年度決算処理について適切性・妥当性に疑問があるというもので

あったことから、平成 26 年８月 14 日付「平成 27 年３月期第１四半期報告書の提出遅延及び平成 27

年３月期第１四半期決算短信の公表見込みに関するお知らせ」にて開示しました通り、過年度有価証

券報告書等の訂正を行う方針でありますが、その決定は一時会計監査人の選任後に行う予定です。 

本日、下記の有価証券報告書等に関し、証券取引等監視委員会から内閣総理大臣及び金融庁長官に対し

て、金融庁設置法第 20 条第１項の規定に基づき、当社に対し 4,336 万円の課徴金納付命令を発出するよう

勧告を行った旨の公表がなされましたので、お知らせいたします。 

 

記 
 
有価証券報告書 
平成 22 年３月期有価証券報告書（平成 22 年６月 28 日提出） 

平成 23 年３月期有価証券報告書（平成 23 年６月 28 日提出） 

平成 24 年３月期有価証券報告書（平成 24 年６月 29 日提出） 

 

四半期報告書 

平成 21 年９月第２四半期四半期報告書（平成 21 年 11 月 16 日提出） 

平成 21 年 12 月第３四半期四半期報告書（平成 22 年２月 15 日提出） 

平成 22 年６月第１四半期四半期報告書（平成 22 年８月 16 日提出） 

平成 22 年９月第２四半期四半期報告書（平成 22 年 11 月 15 日提出） 

平成 22 年 12 月第３四半期四半期報告書（平成 23 年２月 14 日提出） 

平成 23 年６月第１四半期四半期報告書（平成 23 年８月 15 日提出） 

平成 23 年９月第２四半期四半期報告書（平成 23 年 11 月 14 日提出） 

平成 23 年 12 月第３四半期四半期報告書（平成 24 年２月 14 日提出） 

平成 24 年６月第１四半期四半期報告書（平成 24 年８月 14 日提出） 

平成 24 年９月第２四半期四半期報告書（平成 24 年 11 月 22 日提出） 

 

有価証券届出書 

平成 24 年２月 20 日付有価証券届出書（株式） ※１ 

平成 24 年２月 20 日付有価証券届出書（新株予約権証券） ※１ 

 ※１ 平成23年３月期有価証券報告書及び平成23年 12月第３四半期四半期報告書を組込情報とする有

価証券届出書となります。 



 

 

＜ご参考＞ 
証券取引等監視委員会ホームページ掲載事項 
http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2014/2014/20140902-1.htm 

 
 当社は、このたび証券取引等監視委員会から勧告が行われたことを真摯に受け止め、金融庁から正式な

通知を受領次第、対応について検討いたします。 
 
※注記 

 このお知らせの当社の代表者に記載しました役職名「代表取締役社長」及び問い合わせ先に記載いた

しました役職名「専務取締役」は、会社法第 351 条第１項又は第 346 条第１項の規定により代表取締役

又は取締役の権利義務を有する者として記載したものであります。 

 

 

以 上 


